
 

多文化共生講師 登録、紹介及び講演要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公益財団法人広島平和文化センター（以下「当財団」という。）が広島市

から委託を受けて実施する日本語能力向上支援事業における多文化共生講師（以下「講師」と

いう。）の登録、紹介及び講演について必要な事項を定める。 

（講師の対象者） 

第２条 この要領において、講師として登録及び活動できるのは、外国に背景を持ち、広島市及

びその近郊に居住している者であって、当財団国際市民交流課（以下「当課」という。）に認

められた者とする。 

（講師の登録） 

第３条 講師として登録を希望する者は、多文化共生講師登録書（様式１）を当課に提出するも 

のとし、当課の審査を受け認められた場合に、当課の多文化共生講師名簿に登録する。 

（講師紹介の申請） 

第４条 講師の紹介を申し込もうとする者（以下「申込者」という。）は、活動日の１か月前ま

でに当課に多文化共生講師紹介申込書（様式２）を提出しなければならない。 

（講師の紹介） 

第５条  当課は申込者から提出された申込書の内容を審査し、適当と認められる場合、講師を紹

介する。 

 （講演内容） 

第６条 講師は申込者からの依頼内容に基づき、異文化理解又は多文化共生に資する内容の講演

を原則として日本語で実施する。 

（謝礼金等） 

第７条 申込者が広島市及び関係機関（以下「広島市関係機関」という。）である場合、申込者

は広島市の基準に則った謝礼金及び旅費を講師に支払うものとする。 

２ 申込者が広島市関係機関以外の場合、申込者と講師との合意に基づいた謝礼金及び旅費を申

込者が支払うものとする。 

（損害賠償責任） 

第８条 紹介及び講演に係る損害、逸失利益について、当財団は一切賠償責任を負わないものと

する。 

（事後調査） 

第９条 申込者は、講座実施後に事後調査（アンケート形式）に協力しなければならない。 

（登録の抹消） 

第１０条 講師が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を抹消する。 

(1) 辞退の申出があった場合 

(2) 転居等により広島市及びその近郊で講演できないことが明らかな場合 

(3) 登録継続の意思が確認できない場合 

(4) 講師としての適格性を欠く場合 

（秘密の厳守） 

第１１条 講師は、紹介及び講演の中で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

 



 

 

（個人情報の取扱い） 

第１２条 当課が収集した個人情報については、厳重に管理し、漏えい、不正流用及び改ざん等

の防止に適切な対策を講じる。保存の必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やか

に消去する。 

２ 個人情報は、本人の同意がある場合など、当財団個人情報保護規程で定める一定の場合を

除き、他の目的で利用しないこととする。 

（その他） 

第１３条 この要領の施行に関して必要な事項は、当課課長が定める。 

２ 事務局を当課に置く。 

 

 

 附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


